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令和５年度井原市健全化判断比率 

及び資金不足比率審査意見について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

基づき、審査に付された令和５年度井原市健全化判断比率及び資金不足比率を審査した

ので、次のとおり審査意見を提出します。 

 

 

 

 



 
 



 
 

（注） 

１．表中の金額は、原則として千円単位で表示している。 

２．文中に用いた金額は、原則として万円単位で表示し、表示単位未満の端数は、原則とし

て四捨五入している。そのため計数が一致しない場合がある。 

３．比率は「％」で表示し、表示単位未満の端数は、原則として四捨五入している。そのた

め、その内訳を合計した数値は、合計欄の数値と一致しない場合がある。 

４．表中の符号の表示は、次のとおりである。 

「－」・・・・・・・・・算出不能のもの 

「0」又は「0.0」・・・・零となるもの及び該当数値はあるが単位未満のもの 
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令和５年度 井原市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 

 

第１．審査の対象 

次表各会計の令和５年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質 

赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）及び資金不足比率並びにその算定の基礎 

となる事項を記載した書類 

 

 健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計区分は、次のとおりである。 

一
般
会
計
等 

一般会計  

一般会計等に属する

特別会計 

美星地区畑地かんがい給水事

業特別会計 

 

公
営
事
業
会
計 

一般会計等以外の特

別会計のうち公営企

業に係る特別会計以

外の会計 

国民健康保険事業特別会計     

介護保険事業特別会計  

後期高齢者医療事業特別会計 

公
営
企
業
会
計 

法適用企業 

水道事業会計     

病院事業会計  

工業用水道事業会計  

下水道事業会計     

法非適用企業 産業団地開発事業特別会計 

一部事務組合・広域連合 

岡山県井原地区清掃施設組合  

井原地区消防組合  

岡山県西部衛生施設組合  

岡山県広域水道企業団  

岡山県市町村総合事務組合  

岡山県後期高齢者医療広域連合  

地方公社・第三セクター等 土地開発公社     
 
※資金不足比率は公営企業会計ごとに算定 

※令和５年度より簡易水道事業は水道事業へ会計統合している。

実
質
赤
字
比
率 

実

質

公

債

費

比

率 

将

来

負

担

比

率 

連

結

実

質

赤

字

比

率 

資
金
不
足
比
率

※ 
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第２．審査の期間 

令和６年７月２５日から令和６年８月１６日まで 

 

第３．審査の方法 

市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類が、関係法令等に基づき算定されているかを主眼として、関係書

類等を照合審査するとともに必要に応じて関係職員からの説明を聴取し審査した。 

 

第４．審査の結果 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

なお、健全化判断比率及び資金不足比率の概要並びに審査意見は、次のとおりであ

る。 
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１．健全化判断比率 

健全化判断比率の状況は次のとおりである。 

各比率とも早期健全化基準を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※実質赤字比率と連結実質赤字比率の早期健全化基準は標準財政規模により算出 

 その他の基準は定率 

 

（１）実質赤字比率 

実質赤字比率とは、地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じて

いる赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものである。 

一般会計等（一般会計、美星地区畑地かんがい給水事業特別会計）の実質収支額の

状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※算式の数値は、実質収支が黒字である場合は負の値で表示される。 
  

令和５年度の一般会計等実質収支額は 6億 5,743万円の黒字となっているため、実

質赤字比率の数値は算定されない。参考として比率を求めたところ -5.15％（黒字の

場合は負の値）となり、前年度と比べて 1.19 ポイント上昇している。これは主として、

一般会計の実質収支額が減少したことによる。 
 

Ｂ 標準財政規模について 

標準財政規模は、通常収入が見込まれる経常的一般財源の規模を示すものである。 

令和５年度は 127億 4,316 万円となっており、前年度に比べて 79 万円（0.0％）増

加している。 

（単位：％）

 実質赤字比率 － －     12.97     20.00

 連結実質赤字比率 － －     17.97     30.00

 実質公債費比率 9.5 9.0     25.0     35.0

 将来負担比率 － －    350.0

区　　分 令和５年度 令和４年度
早期健全化
基　　　準

財政再生
基　　準

（単位：千円、％）

会　計　名　等 令和５年度 令和４年度 比　較

 一般会計等実質収支額　　　　　　Ａ 657,430 808,786 -151,356

  一　般　会　計 657,430 808,786 -151,356

  美星地区畑地かんがい給水事業特別会計 0 0 0

 標準財政規模　　　　　　　　　　Ｂ 12,743,155 12,742,361 794

 算　式　　　　　（Ａ／Ｂ）× 100 -5.15 -6.34 1.19

 実質赤字比率 － － －
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標準財政規模の内訳は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準税収入額等が前年度に比べて 8,639 万円（1.5％）、普通交付税額が 613 万円

（0.1％）増加し、臨時財政対策債発行可能額が 9,173万円（-55.2％）減少している。 

 

（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率とは、公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会

計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものである。 

該当会計の実質収支額及び資金剰余額の状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※法適用企業と法非適用企業 

法適用企業は、地方公営企業法の適用を受ける事業で、発生主義に基づく複式簿記等の企業

会計で処理されている。法非適用企業は、同法の適用を受けない事業で、現金主義の官庁会計

で処理されている。 
 

※算式の数値は、連結実質収支額が黒字である場合は負の値で表示される。 

（単位：千円、％）

区　　　　分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

 標準税収入額等 5,807,216 5,720,828 86,388 1.5

 普通交付税額 6,861,396 6,855,263 6,133 0.1

 臨時財政対策債発行可能額 74,543 166,270 -91,727 -55.2

合　　　　計 12,743,155 12,742,361 794 0.0

（単位：千円、％）

令和５年度 令和４年度 比　較

657,430 808,786 -151,356

国民健康保険事業 58,687 145,888 -87,201

介護保険事業 311,307 330,574 -19,267

後期高齢者医療事業 0 0 0

水道事業 1,060,296 982,033 78,263

病院事業 1,254,046 1,880,941 -626,895

工業用水道事業 113,655 113,914 -259

簡易水道事業 　　－ 39,363 -39,363

下水道事業 21,865 30,331 -8,466

法非適用企業
※

産業団地開発事業 0 0 0

3,477,286 4,331,830 -854,544

12,743,155 12,742,361 794

-27.28 -33.99 6.71

　　－ 　　－ 　　－

連結実質収支額（実質収支額及び資金剰余額）

一般会計等

公
営
事
業
会
計

一般会計等以外の特
別会計のうち公営企
業に係る特別会計以
外の会計

公
営
企
業
会
計

法適用企業
※

合　　　計　　　　　　　　　　Ａ

標準財政規模　　　　　　　　　Ｂ

算　式　　　　（Ａ／Ｂ）× 100

連結実質赤字比率

会　　計　　名
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令和５年度の連結実質収支額は 34億 7,729 万円の黒字となっているため、連結実質

赤字比率の数値は算定されない。参考として比率を求めたところ-27.28％（黒字の場

合は負の値）となり、前年度と比べて 6.71 ポイント増加している。これは主として、

一般会計及び病院事業会計の実質収支額等が減少したことによる。 

 

（３）実質公債費比率 

実質公債費比率とは、地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大き

さを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもので、元利償還金及び準

元利償還金の標準財政規模に対する比率で３カ年の平均値である。 

実質公債費比率に関する状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上表のＡ～Ｅを、次の算式にあてはめると、各年度の比率は下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実質公債費比率（3カ年平均）は小数点 1位未満切捨て 

 

実質公債費比率は 9.5％で前年度と比べて 0.5 ポイント増加し、早期健全化基準

（25％）を下回っている。 

また、単年度実質公債費比率は前年度に比べ 0.94 ポイント悪化している。 

 

実質公債費比率 ＝ 
（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ） 

 × 100 
Ｅ－Ｄ 

（単位：千円）

令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

地方債の元利償還金

（繰上償還等を除く）

Ｂ 準元利償還金 1,605,303 1,571,348 1,489,658 1,539,810

Ｃ 特定財源 150,598 150,609 148,779 146,000

Ｄ
元利償還金・準元利
償還金に係る基準財
政需要額算入額

2,342,093 2,314,371 2,397,709 2,328,243

Ｅ 標準財政規模 12,743,155 12,742,361 13,140,736 12,584,050

1,870,169

区　　　分

Ａ 2,006,159 1,917,843 1,935,460

（単位：％）

   区　分

　年　度 単年度

9.12

8.18

9.82

10.76令 和  ５  年 度

9.0

9.5

３カ年平均

実質公債費比率

令 和  ２  年 度

令 和  ３  年 度

令 和  ４  年 度
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Ａ 地方債の元利償還金について 

元利償還金は一般会計等の一時借入金利息を除く公債費である。 

令和５年度の元利償還金は、前年度に比べて 8,832 万円（4.6％）増加している。 

 

Ｂ 準元利償還金について 

準元利償還金は、主として一般会計から公営企業等への繰出金のうち公営企業債償

還の財源に充てたと認められるもの、一部事務組合の負担金・補助金のうち地方債の

償還に充てたと認められるもの、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるも

のなどである。 

準元利償還金の状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準元利償還金は前年度に比べて 3,396 万円（2.2％）増加している。 

（単位：千円、％）

令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

水道事業 235,205 39,504 195,701 495.4

病院事業 274,597 270,926 3,671 1.4

工業用水道事業 0 0 0  －

簡易水道事業  － 165,988 -165,988  －

下水道事業 1,015,479 1,014,713 766 0.1

産業団地開発事業 0 0 0  －

国民健康保険事業（保険） 0 0 0  －

国民健康保険事業（直営診療） 15,438 15,461 -23 -0.1

後期高齢者医療事業 0 0 0  －

介護保険事業（保険） 0 0 0  －

介護保険事業（サービス） 0 0 0  －

岡山県西部衛生施設組合 -16 3 -19 -633.3

井原地区清掃施設組合 0 0 0  －

井原地区消防組合 24,916 25,107 -191 -0.8

井笠地区農業共済事務組合 0 0 0  －

岡山県市町村総合事務組合 0 0 0  －

岡山県後期高齢者医療広域連合 0 0 0  －

岡山県広域水道企業団 22,320 22,320 0 0.0

17,364 17,326 38 0.2

1,605,303 1,571,348 33,955 2.2

公債費に準ずる債務負担行為額

合　　　　　計

区　　　　分

公
営
企
業
等

一
部
事
務
組
合
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Ｃ 特定財源について 

特定財源は公債費に充当されている。 

特定財源の状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定財源は前年度に比べて 1万円（0.0％）減少している。これは、都市計画関連事

業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税が減少したことによる。 

 

Ｄ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額について 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額の状況は次表のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基準財政需要額算入額は前年度に比べて 2,772万円（1.2％）増加している。これは

災害復旧費等に係る基準財政需要額のうち過疎対策事業債等に係る元利償還金が増加し

たことによる。 

（単位：千円、％）

区　　　　分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

国・県からの利子補給 0 0 0 －

貸付金の財源として発行した地方債に係
る貸付金の元利償還金

0 0 0 －

公営住宅建設事業の財源として発行され
た地方債償還額に充当した公営住宅使用
料

4,222 4,222 0 0.0

都市計画事業の財源として発行された地
方債償還額に充当した都市計画税

145,950 145,961 -11 0.0

その他 426 426 0 0.0

合　　　　　計 150,598 150,609 -11 0.0

（単位：千円、％）

区　　　　分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

事業費補正により基準財政需要額に算入
された公債費

263,527 257,132 6,395 2.5

災害復旧費等に係る基準財政需要額 1,929,375 1,909,819 19,556 1.0

密度補正により基準財政需要額に算入さ
れた元利償還金及び準元利償還金

149,191 147,420 1,771 1.2

合　　　　　計 2,342,093 2,314,371 27,722 1.2
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（４）将来負担比率 

将来負担比率とは、地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大

きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものである。 

将来負担比率に関する状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来負担比率は、将来負担額を充当可能財源が上回ったため、数値としては算定さ

れない。参考として比率を求めたところ—19.8％で、前年度に比べて 9.9ポイント改善

している。 

 

Ａ 将来負担額について 

   将来負担額の状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

将来負担額は、前年度に比べて 8億 7,772 万円（-2.3％）減少している。これは、

元利償還金の増加により地方債現在高が減少し、また、公営企業債現在高の減少によ

り公営企業債等繰入見込額が減少したことによる。 

（単位：千円、％）

令和５年度 令和４年度 増　減 増減率

Ａ 将来負担額 37,635,446 38,513,163 -877,717 -2.3

Ｂ 充当可能財源 39,702,253 39,551,340 150,913 0.4

-2,066,807 -1,038,177 -1,028,630 99.1

Ｃ 標準財政規模 12,743,155 12,742,361 794 0.0

Ｄ 算入公債費等の額 2,342,093 2,314,371 27,722 1.2

10,401,062 10,427,990 -26,928 -0.3

-19.8 -9.9 -9.9 　　－ 

－ － 　－ 　　－ 

区　　　　分

Ａ－Ｂ

Ｃ－Ｄ

算　式　（A-B)/(C-D）×100

将来負担比率

（単位：千円、％）

区　　　　　　分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

地方債の現在高 21,856,969 22,245,473 -388,504 -1.7

債務負担行為に基づく支出予定額 51,053 54,931 -3,878 -7.1

公営企業債等繰入見込額 12,750,676 13,066,932 -316,256 -2.4

組合負担等見込額 348,741 390,447 -41,706 -10.7

退職手当負担見込額 2,626,930 2,754,695 -127,765 -4.6

設立法人の負債額等負担見込額 1,077 685 392 57.2

合　　　　　計 37,635,446 38,513,163 -877,717 -2.3
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Ｂ 充当可能財源（基金・特定歳入など）について 

充当可能財源（基金・特定歳入など）の状況は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

充当可能財源の合計は、前年度に比べて 1億 5,091 万円（0.4％）増加している。こ

れは主として、基準財政需要額に算入される公債費が減少したものの、減債基金等の

充当可能基金が増加したことによる。

（単位：千円、％）

区　　　　　　　分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

充当可能基金 15,252,983 14,339,962 913,021 6.4

充当可能特定歳入 1,329,513 1,346,357 -16,844 -1.3

基準財政需要額算入見込額 23,119,757 23,865,021 -745,264 -3.1

合　　　　　計 39,702,253 39,551,340 150,913 0.4
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２．資金不足比率 

各公営企業会計の資金不足比率の状況は次のとおりである。 

各会計とも資金不足は生じていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金不足比率とは、公営企業会計ごとの資金の不足額（Ａ）の事業の規模（Ｂ）に

対する比率である。 

Ａ 資金の不足額の算定方法 

法適用企業の場合 

（流動負債 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債

の現在高 － 流動資産） － 解消可能資金不足額 

法非適用企業の場合 

（繰上充用額 ＋ 支払繰延額・事業繰越額 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に

充てるために起こした地方債の現在高） － 解消可能資金不足額 

Ｂ 事業の規模の算定方法 

法適用企業の場合 

営業収益の額 － 受託工事収益の額 

法非適用企業の場合 

営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額 

 

資金不足は生じていないため、次ページで資金剰余額を前年度と比較する。

（単位：％）

令和 ５ 年度 令和 ４ 年度

水道事業会計 － － 20.0

病院事業会計 － － 20.0

工業用水道事業会計 － － 20.0

下水道事業特別会計 － － 20.0

産業団地開発事業特別会計 － － 20.0

会　計　名
資金不足比率

経営健全化基準
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資金剰余額の事業規模に対する各事業別の比率は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円、％）

５年度 ４年度 ５年度 ４年度 ５年度 ４年度

法適用企業

　水道事業 1,060,296 982,033 599,139 449,337 177.0 218.6

　病院事業 1,254,046 1,880,941 2,188,513 2,558,416 57.3 73.5

　工業用水道事業 113,655 113,914 28,304 28,247 401.6 403.3

　下水道事業 21,865 30,331 296,018 306,231 7.4 9.9

法非適用企業

  産業団地開発事業 0 0 0 0     －     －

　　 合　　計 2,449,862 3,007,219 3,111,974 3,342,231 78.7 90.0

区　　分
資金剰余額 事業の規模

資金剰余額の事業規
模に対する割合
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３．審査意見 

 

健全化判断比率のうち実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字となっているため

数値としては表示されない。 

 

実質公債費比率は 9.5％で前年度と比べて 0.5ポイント増加したが、早期健全化基準

（25％）を下回っている。 

 

将来負担比率は、将来負担額を充当可能財源が上回っているため、数値としては表

示されない。 

 

資金不足比率については、各公営企業会計とも資金不足は生じていない。 

 

以上のように、本市の健全化判断比率は早期健全化基準を、資金不足比率は経営健

全化基準をいずれも下回っている。 

 

大規模事業等により、今後、償還金が増加し、将来負担比率が上昇することが懸念

される。健全化判断比率等の改善にもつながる負債の縮減や基金の確保など、さらな

る健全な財政運営及び企業経営に取り組まれるよう期待する。 


